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開会 午前１０時０４分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○佐藤委員長 ただいまから、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の委員会に、松田たくや委員から欠席の届出があります。 

議題に入る前に、５月２８日に開催されました正副委員長会議での確認事項をお手元に配付して

おりますが、委員会の統一的な運営を図るための確認事項でありますので、御一読の上、御承知お

きをいただきたいと思います。 

それでは議題に入っていきますが、まず、令和３年第２回定例会提出議案について説明をしてい

ただきます。 

○林市民生活部長 議案第２号、令和３年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活部所管に関

わる事項につきまして、御説明いたします。 

補正予算書の５ページを御覧ください。２款３項１目、住民基本台帳ネットワークシステム管理

費３６４万１千円についてでございます。これは、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関

係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律、いわゆるデジタル手続法及び戸籍法の一部改正に伴いまして、国外転

出者によるマイナンバーカードの利用や、各種届出時における戸籍謄抄本の提出不要化など、利便

性向上のため、各システムのアプリケーションを構築するに当たり３６４万１千円を補正しようと

するものであります。財源につきましては、全額一般財源で措置をしております。 

続きまして、議案書を御覧ください。議案第４号、旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の一部が改正になることに伴いまして、個人番号カード発行に係る手数料について、地

方公共団体情報システム機構が額を定め、徴収することになりますことから、現状、根拠となって

おります旭川市手数料条例の個人番号カードの再交付手数料に係る規定を削除する必要が生じたた

め、同条例の一部を改正しようとするものであります。施行日につきましては、令和３年９月１日

としております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○金澤福祉保険部長 本定例会に提出しております議案のうち、福祉保険部所管に係る事項につき

まして御説明申し上げます。 

初めに、議案第２号、令和３年度旭川市一般会計補正予算でございますが、補正予算書の５ペー

ジを御覧ください。３款１項２目障害者福祉費の障害福祉サービス等ＩＣＴ活用推進費につきまし

ては、国の補助金が交付される見込みであることから、昨年度に引き続き、障害福祉サービス事業

所等におけるＩＣＴ導入経費を助成するため、研修会開催費用及び補助金として２千７４万９千円

を補正しようとするものでございます。財源は、国庫支出金が１千３８３万２千円、一般財源が 

６９１万７千円となっております。 

次に、その下の障害者施設等感染症対策研修事業補助金につきましては、新型コロナウイルス感

染防止対策の強化や、感染者発生時の施設間の連携を促進するため、複数の施設等により構成され

た団体またはグループが介護職員等を対象に実施する研修費用を助成するため、補助金として  

１２０万円を補正しようとするものでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
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付金を活用するため、財源は全額が国庫支出金となっております。 

次に、３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金につきましては、道の補助金が交付され

る見込みであることから、大規模修繕を実施する施設、介護職員が入居できる宿舎を整備する施設

に対し、その経費を助成するため、補助金として５千８３２万８千円を補正しようとするものでご

ざいます。財源は全額が道支出金でございます。 

次に、その下の高齢者活動促進支援費につきましては、第２回臨時会において、寿バスカードの

利用者自己負担分の無償化の期間を６月末まで延長したところでございますが、高齢者のワクチン

接種のスケジュールを考慮し、さらに９月まで延長しようとするもので、延長に要する経費として

５千５０２万５千円を補正しようとするものでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用するため、財源は全額が国庫支出金でございます。 

次に、その下の高齢者施設等感染症対策研修事業補助金につきましては、先ほど御説明しました

障害者施設等感染症対策研修事業補助金と同様に、新型コロナウイルス感染防止対策の強化や、感

染者発生時の施設間の連携を促進するために実施する研修費を助成するため、補助金として３００

万円を補正しようとするものでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用するため、財源は全額が国庫支出金でございます。 

次に、その下の高齢者施設等感染症対策整備補助金につきましては、道の補助金が交付される見

込みであることから、新型コロナウイルス感染防止対策のため、簡易陰圧装置や面会室等のゾーニ

ング環境を整備する施設に対し、その経費を助成するため、補助金として３億１千５２９万１千円

を補正しようとするものでございます。財源は全額が道支出金でございます。 

以上が、補正予算の概要でございます。 

続きまして、条例の制定に係る議案でございます。議案書の議案第５号から議案第１１号までの

７件につきまして、御説明申し上げます。 

初めに、議案第５号につきましては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及

び運営に関する基準の一部改正に伴うもので、感染症や災害発生時における対策の強化に係る規定

の整備など、所要の改正を行うものでございます。施行日は、省令の施行日であります令和３年８

月１日としております。 

次に、議案第６号から議案第１１号までの６件につきましては、いずれも障害者総合支援法に基

づく関係省令の一部改正に伴うもので、電磁的記録等に係る規定の整備を行うものでございます。

施行日は、いずれも省令の施行日であります令和３年７月１日としております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○中村子育て支援部長 本定例会に提出しております議案のうち、子育て支援部に関係するものを

御説明いたします。 

まず、議案第２号、令和３年度旭川市一般会計補正予算、補正予算書の５ページを御覧ください。

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費のうち、女性相談事業費です。新型コロナウイ

ルス感染症による影響により、日常生活の中で女性が抱える不安や問題が深刻な状況となっている

中で、適切な支援に結びつくことができていない女性等がおりますことから、不安の解消や問題の

解決に向けた支援等につなげるため、ＮＰＯ等の団体が持つ知見を活用し、積極的な働きかけによ

る相談支援を実施するための委託料として１千万円を補正しようとするものです。財源は、国庫支
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出金が７５０万円、一般財源が２５０万円です。 

次に、ひとり親家庭等自立支援費です。国の高等職業訓練促進給付金実施要綱の改正に伴い、准

看護師資格から正看護師資格取得のために引き続き修学する者につきまして、支給期間が３年から

４年に拡充されたこと、それから、令和３年度に限り、補助金の対象となる修学期間の条件が緩和

されたこと等に伴う補助金の増に対応するため、１千９０万８千円を補正しようとするものです。

財源は、国庫支出金が８１８万１千円、一般財源が２７２万７千円です。 

次に、保育所管理事務費です。令和２年度中に受領いたしました子育て支援対策事業費補助金に

つきまして、超過交付となる部分を国に返還するため、１８４万１千円を補正しようとするもので

す。財源は全額一般財源です。 

それから、子どもの未来応援費です。令和３年第２回臨時会におきまして、新型コロナウイルス

感染症の拡大に配慮した子どもの居場所づくり事業を実施する団体に対し、６月末まで補助が可能

なよう補正しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえまして、９月末まで補

助を実施するため、１８０万円を補正しようとするものです。財源は全額、新型コロナウイルス感

染症対策基金からの繰入金です。 

続きまして、条例改正になります。議案書を御覧ください。 

議案第１２号、旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定です。厚生労働省令であります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴いまして、手続等において書面で行うことが規定されているものにつきまして、書面に代えて

電磁的記録により行うことができることを追加しようとするもので、令和３年７月１日に施行する

こととしております。 

次に、議案第１３号、旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定です。厚生労働省令である児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い

まして、母子生活支援施設の長の任用要件につきまして、専門性を高めるため、児童福祉事業また

は社会福祉事業に従事していた期間とあるものを、相談、援助業務に従事した期間とすること、そ

れから手続等におきまして、書面で行うことが規定されているものにつきまして、書面に代えて電

磁的記録により行うことができることを追加しようとするものです。母子生活支援施設の長の任用

期間に関する規定につきましては令和４年４月１日から、それから、電磁的記録に関する規定につ

きましては令和３年７月１日から施行しようとするものです。 

次に、議案第１４号、旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例の

制定です。国の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴いまして、条例において引用

している政令の条項を整備しようとするもので、令和３年４月２３日から適用をすることとしてお

ります。 

それから、議案第１５号、旭川市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、地方税法の一部改正に伴いひとり親控除が新設されたことに伴

いまして、市独自の寡婦控除のみなし規定につきまして削除を行うもので、令和３年８月１日に施

行することとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 本定例会に提出しております議案第２号の



- 4 - 

令和３年度旭川市一般会計補正予算のうち、保健所所管分につきまして、御説明を申し上げたいと

思います。 

補正予算書６ページを御覧いただきたいと思います。４款１項２目、新型コロナウイルス感染症

対策費４千３４５万４千円でございます。本市におきましては、４月以降において昨日まで２１件

のクラスターが発生するなど、今後も感染拡大が懸念されるところであります。このため、感染症

発生の予防及びその蔓延の防止を図ることを目的としまして、感染症患者が良質かつ適切な医療を

受けられる体制の確保に資するため、これまで保健所職員が行っておりました陽性者の移送や、検

体採取所における車両誘導に係る業務の委託などを行おうとするものでございます。また、ＰＣＲ

検査業務、検査試薬の購入などにおいて、当初予算計上額に不足が生じる見込みとなったことから、

追加で補正をしようとするものでございます。 

次に、その１つ下、同じく４款１項２目の発熱外来体制構築費１千３４５万円でございます。こ

の事業は、７月以降も新型コロナウイルス感染症疑いを含む発熱者の大幅な減少が見込まれない状

況にあることから、市民が安心して医療を受けられるよう、当面の間、１次医療機関における発熱

外来体制を引き続き構築するため、医療機関に対する各種支援を行うものでございます。 

最後になりますが、同じく４款１項２目の新型コロナウイルス感染症軽症者等支援事業費   

５千６１６万円でございます。この事業につきましては、感染者が外出することなく、自宅待機に

専念できる環境を整備するため、生活面でのフォローといたしまして、生活用品、食料品などのセ

ットを配付することで、療養生活を支援するとともに、自主的な隔離を促すことにより感染拡大防

止を図るものでございます。具体的に申し上げますと、１０日間程度の療養期間中に必要な生活用

品といたしまして、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、サージカルマスクなど、食料品と

いたしまして、地場産品を中心としたレトルト食品、缶詰、インスタント麺、菓子類、飲料などを

パッケージングしたものを想定しているところでございます。また、感染された方が一日も早く回

復されるよう、メッセージカードなども併せて入れることを検討しているところでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○向井保健所地域保健担当部長 議案第１６号、旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

の制定について、御説明いたします。本案は、食品衛生法の改正により、食品衛生責任者及びフグ

処理施設に係る届出等について、国の通知に基づき、標準的な取扱いを図るため所要の改正を行う

ものでございます。またあわせて、廃業の届出に係る届出義務者について、文言の整理と規定の整

備を行うものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 理事者から説明をいただきました。委員の皆様から、特段御発言はありますでしょ

うか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 発言がありませんので、ここまでの説明に関わり出席している理事者については、

退席いただいて結構です。 

次に、報告事項について、最初に、令和３年第２回定例会提出議案に関わる事項について、理事

者から報告をお願いいたします。 

○林市民生活部長 報告第２号、令和２年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告のうち、



- 5 - 

市民生活部所管分について御説明申し上げます。 

市民生活部所管分としましては、繰越計算書にお示ししております事業のうち、２款３項戸籍住

民基本台帳費の住民基本台帳ネットワークシステム管理費の１事業であります。これは、個人番号

カードの管理機能が付加された交付予約システムなどを導入する費用について、国の第３次補正予

算を活用した令和２年度補正予算として、令和３年第１回定例会において議決をいただいたもので

ございますが、事業の完了が令和３年度となりますことから３千３万９千円全額を繰り越しました

ので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、議会に御報告申し上げます。 

以上、よろしくお願いします。 

○金澤福祉保険部長 報告第２号、令和２年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告のう

ち、福祉保険部所管分に係る事業につきまして御説明申し上げます。福祉保険部所管分といたしま

しては、繰越明許費繰越計算書にお示ししております事業のうち、３款１項社会福祉費の４事業で

ございます。上から１つ目の障害者福祉施設等整備補助金と、３つ目の老人福祉施設等整備推進補

助金につきましては、国の補正予算を活用し、また、２つ目の就労継続支援事業所生産活動活性化

事業費と、４つ目の高齢者活動促進支援費につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、令和２年度補正予算として議決をいただいたものでございますが、いずれ

も事業の完了が令和３年度となるため繰り越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定に基づき、御報告申し上げるものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○中村子育て支援部長 報告第２号、令和２年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告の

うち、子育て支援部に関わる部分について御説明申し上げます。３款民生費、２項児童福祉費の出

産特別祝金支給費でございます。令和３年３月３１日までに生まれた子どもさんで、令和３年４月

１日以降の支給に対応するため、２千４０９万９千円につきまして、このたび繰越しを行ったこと

を報告するものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 報告第２号、令和２年度旭川市一般会計予

算の繰越明許費繰越しの報告のうち、保健所所管分につきまして御説明を申し上げたいと思います。

このたび、繰越明許費の繰越しを行いますのは、４款１項の新型コロナウイルスワクチン接種事業

費でございます。これは、新型コロナワクチン接種に係る費用でございまして、事業の早期着手の

ため、令和３年第１回臨時会及び第１回定例会において補正予算として計上しておりましたが、事

業の完了は令和３年度となりますことから、１７億３千８７万３千２８５円を令和３年度に繰り越

したもので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づきまして報告するものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○佐藤委員長 以上、理事者から報告をいただきました。委員の皆さんから、特段御発言がござい

ましたらお願いします。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、ここまでの報告に関わり出席している理事者については、退席いただい

て結構です。 

次に、提出議案以外の事項について報告をいただきます。最初に、障害者の日常生活及び社会生
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活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定取消しについて、

理事者から報告をお願いします。 

○金澤福祉保険部長 令和３年５月１７日付で本市が実施いたしました、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定取消しにつき

まして、御報告申し上げます。お手元の資料を御覧ください。本件は、指定障害福祉サービス事業

者である市内神居６条３丁目２番１７号に事務所を有する合同会社滴に対し、障害者総合支援法第

５０条第１項の規定に基づき、指定取消しの行政処分を行ったもので、取消し年月日は令和３年５

月３１日であります。処分するに至った原因となる事実でございますが、当該施設に実地指導及び

監査を行った結果、平成３０年４月から令和２年８月までの間に、介護給付費算定に必要な書類を

作成していないにもかかわらず不正に介護給付費を請求したこと、及び令和２年９月１５日に実施

された実地指導において、虚偽の理由により延期の申入れを行い、遡及してサービス提供記録等の

作成を行うという著しく不当な行為が認められたことによるものでございます。なお、本処分に伴

い返還額等が生じており、返還金として３９９万４千５５０円に、障害者総合支援法第８条第２項

の規定により、返還される額に１００分の４０を乗じた額１５９万７千８２０円を加算し、計   

５５９万２千３７０円の返還を求めるものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 理事者から報告を受けました。委員から特段御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、この報告に関わり出席している理事者については、退席いただいて結構

です。 

次に、令和３年度国民健康保険料の料率について、理事者から報告をお願いします。 

○松本福祉保険部保険制度担当部長 令和３年度の国民健康保険料につきましては、６月１日に料

率の告示を行い、来週の６月１６日に納入通知書を発送する予定でございますので、この通知書の

発送に先立ちまして、料率の算定について、お手元の資料に沿って御説明させていただきます。 

まず、資料の１枚目、Ａ４縦の令和３年度国民健康保険料の料率についてを御覧ください。国民

健康保険料の料率につきましては、医療給付費等の財源となる医療分、後期高齢者支援金等の財源

となる支援金分、介護給付費の財源となる介護分の３つの区分で構成されており、この資料では、

各区分ごとに料率算定の内容についてお示ししております。表の中央に、Ａとして本年度の算定内

容を、右側にＢとして令和２年度の算定内容を、その間に前年度との比較を記載しております。令

和３年度の保険料全般に関わるものとして、３つの区分ごと、それぞれに賦課総額がございますが、

平成３０年度から国民健康保険が都道府県単位化となったことから、北海道から示された納付金の

額を基に賦課総額を算出しております。同じく賦課限度額につきましては、条例で規定しており、

Ａの欄を御覧いただきたいと思いますが、さきの令和３年第１回定例会において議決いただきまし

た改正内容のとおり、上段の医療分では、前年度から２万円増の６３万円、支援金分は、前年度据

置きで１９万円、介護分は前年度から１万円増の１７万円となっており、介護分がかかる世帯では、

３区分の合計で９９万円となり、昨年度と比較して最大で３万円の増額となります。 

次に、各区分ごとの算定内容について御説明申し上げます。初めに医療分ですが、賦課総額は 

４８億７４万円で、前年度に比べ１億３千３０３万円の減となっております。保険料の項目では、
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旭川市国民健康保険条例に基づき、賦課総額を所得割４１％、均等割３５％、平等割２４％に区分

した額を記載しております。なお、各賦課割合につきましては、北海道から示された本市の標準保

険料率を踏まえた割合となっております。この保険料の項目で示した額を、賦課標準の項目に記載

しております総所得金額２３５億３千１５３万６千円、被保険者数６万５千５８６人、世帯数  

４万５千３２５世帯を基礎にして算出したものが、最後の項目の料率となります。令和３年度の料

率につきましては、資料に記載のとおり、所得割は１００分の８．３７で、前年度に比べ０．０２

ポイントの減、均等割は２万５千６２０円で、前年度に比べ４千８１０円の減、平等割は    

２万６千６４０円で、前年度に比べ６千２１０円の増となっております。また、国民健康保険被保

険者が７５歳となり、後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険該当世帯に被保

険者が１人となる世帯につきましては、移行後５年間、特定世帯として平等割が２分の１となり、

その世帯の平等割は１万３千３２０円で、前年度に比べ３千１００円の増、また、特定世帯として

５年間が経過した後も、世帯の状況が継続している場合には、さらに３年間、特定継続世帯として、

平等割が４分の３となりますことから、その世帯の平等割は１万９千９８０円となり、前年度に比

べ４千６５０円の増となっております。 

次に、中段、支援金分については、賦課総額１５億７千６１０万２千円で、前年度に比べ   

２千３８４万８千円の減となっており、これを医療分と同様に、所得割、均等割、平等割ごとに算

出した料率につきましては、所得割は１００分の２．７３で、前年度に比べ０．０１ポイントの減、

均等割は８千４２０円で、前年度に比べ１千４５０円の減、平等割は８千７５０円で、前年度に比

べ２千１２０円の増となっております。また、平等割に関わる特定世帯につきましては     

４千３８０円で、前年度に比べ１千６０円の増、特定継続世帯につきましては６千５７０円で、前

年度に比べ１千５９０円の増となっております。 

下段の介護分については、賦課総額は４億５千４７万１千円で、前年度に比べ１千４０万９千円

の減となっております。これを基に、同様に算出した料率につきましては、所得割は１００分の 

２．２１で、前年度に比べ０．０１ポイントの減、均等割は８千２２０円で、前年度に比べ   

１千４２０円の減、平等割は６千３６０円で、前年度に比べ１千５４０円の増となっております。 

次に、資料の２枚目、Ａ４横の国民健康保険料所得段階別料額比較表を御覧ください。この表は、

国保加入者が２人の世帯について、所得ごとの保険料を、右側から令和元年度、令和２年度、令和

３年度の３か年で比較したものとなっております。北海道への納付金の減少や賦課割合の見直し等

により、所得のほぼ全階層で前年度と比較して９７．５％から９９．４％の間で下がる結果となっ

ており、賦課限度額の引上げによる影響を受け、増となる世帯を除き、所得や世帯状況が変わらな

ければ、各世帯における令和３年度の国民健康保険料は、年間で６５０円から７千８４０円の間で

減少する見込みとなっております。 

以上、令和３年度の国民健康保険料の料率についての説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○佐藤委員長 理事者から報告を受けました。委員から特段発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、この報告に関わり出席している理事者については退席していただいて結

構です。 
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次に、旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針の策定について、理事者から報告をお願いしま

す。 

○中村子育て支援部長 旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針を策定いたしましたので、御報

告申し上げます。 

基本方針の策定に係る検討経過につきましては、これまで、本常任委員会で御報告をさせていた

だいているところでありますが、昨年の第１回定例会での附帯決議を踏まえ、昨年７月から有識者

懇談会において検討を進めた後、子ども・子育て審議会の専門部会において調査、審議を行うなど、

児童福祉等の専門家や市内の関係機関の方々から意見をいただきながら、基本方針の素案の取りま

とめを行いました。 

この素案につきまして、市民参加を実施いたしました。市民参加の実施状況につきましては、本

年４月１５日から５月１７日までの期間で意見提出手続を実施し、２０人、２団体から計４０件の

御意見が寄せられたほか、要保護児童対策地域協議会の構成機関との意見交換会や、７つの子育て

支援団体等の関係者との意見交換を実施したところでございます。意見提出手続の結果につきまし

ては、本日、お手元に御配付させていただいておりますが、主な意見の内容といたしましては、要

保護児童対策地域協議会をはじめとした関係機関や地域との連携強化に関わるものや、相談支援体

制や職員体制の充実に関わるもののほか、市立の児童相談所の設置等に関わる御意見をいただいた

ところであります。これらの御意見につきましては、今後、基本方針に基づく取組を推進していく

中で、参考とさせていただきたいと考えております。 

次に、基本方針の内容についてでございます。本日、基本方針も資料としてお配りしております。

基本方針では、２４ページに掲げておりますが、基本理念を、虐待から子どもの生命と権利を守る

ため、地域全体で子どもの未来を支える総合的な子ども家庭支援体制を構築し、安心して子育てが

できるまちを目指しますとし、基本理念の実現に向けた３つの基本方向として、子育て支援の充実

による虐待予防の推進、虐待発生時の的確・迅速な対応、それから、地域全体で支える子どもの未

来を掲げまして、この実現に向けた７つの基本方針というものを定めております。そして、この基

本方針に基づきまして、１４項目の取組項目、これは２７ページ以降に掲載しておりますが、７つ

の基本方針と基本方針に基づく１４項目の取組を示しております。あわせて、市立児童相談所を設

置した場合に期待される支援と役割のほか、市立児童相談所の設置に係る課題等につきましても整

理を行っております。 

今後についてでございますが、この基本方針に基づきまして、まずは先ほど申しました取組項目

に着実に取り組んでいくということで、関係機関や地域と緊密に連携しながら、児童虐待防止対策

の総合的かつ効果的な推進を図りたいと考えております。また、市立児童相談所につきましては、

その役割や課題につきまして、さらに具体的な検討を進めていきたいと考えております。 

以上、旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針の報告とさせていただきます。 

○佐藤委員長 理事者から報告をいただきました。ここで、委員から特段発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、この報告に関わり出席している理事者については退席していただいて結

構です。 

次に、新型コロナウイルス感染症の発生状況及び病床の確保等について、理事者から報告をお願
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いします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 新型コロナウイルス感染症の発生状況及び

病床の確保等につきまして、御報告を申し上げたいと思います。お手元に資料が行っておりますが、

そちらのほうを御覧いただければと思います。なお、数字につきましては６月６日現在の数字を入

れてございます。 

まず、１ページ目の上段のグラフでございますけれども、初確認以降の本市の発生状況というこ

とでグラフにしております。注目すべきは、グラフの高さもそうなんですが、横の幅ということに

なりまして、特に、本年の４月から現在まで続いている感染状況につきましては、２か月以上の間、

感染拡大が進んでいるというような状況で、昨年１１月、１２月の状況を既に上回っている期間と

いうふうになってございます。 

続いて、真ん中のグラフになりますが、よく使われます人口１０万人当たりの１週間の発生者数

ということで、本年度のグラフを載せてございます。グラフの中のピークが５月２４日でございま

して、このときに５５．８３人という記録を残してございます。この数値につきましては、緊急事

態宣言相当と言われております国のステージⅣ、北海道のステージ５の数字が２５名でございます

ので、その倍以上の数字が当時発生をしていたという状況でございます。なお、現在につきまして

は、かなり落ち着いてきている状況がありますが、それでも２２．３９人というような状況になっ

てございます。 

１ページ目、一番下のグラフになります。今年度の発生状況ということで、明らかに分かる部分

といたしましては、５月の第１週が大体１日１０人以上、５月の第２週間が２０人、第３週が３０

人ということで、感染拡大がここで進んでいったということが分かっていただけるかと思います。

その後、５月の第４週につきましては若干落ち着きを取り戻し、２０名、そして今、６月の第１週

の状況では１０名程度というような状況で、数字を見る限りでは、今回の感染拡大のピークアウト

というものが見えてきているというものでございますが、変わらず、予断は許さない状況であると

いうふうに考えてございます。 

２ページ目になります。クラスターの状況ということで、本年度発生したクラスターを載せてご

ざいます。昨年度１年間においてクラスターが発生した件数は１３件、既に本年度２か月強で２１

件ということで、昨年度の数字をかなり上回っている状況でございます。特徴といたしましては、

一部、５０名以上の感染が確認されたクラスターがございましたが、おおむね一つ一つが小規模な

クラスターが発生していること、さらには昨年、おおむね見られなかった飲食店等でのクラスター

が４月に頻発したこと、さらには、この段階に来まして、特に福祉施設でのクラスターが発生して

いることが特徴となってございます。 

続きまして、２ページ目下の表でございます。緊急事態宣言が出ている都道府県と本市の状況が

どのような状況になっているのかというのを示したものでございまして、先ほど申し上げました人

口１０万人当たりの１週間の数字の比較をしているところでございます。北海道を除く緊急事態宣

言が出ております各都府県の数値よりも、旭川市は、現在のところでも上回っている状況でござい

ますが、北海道並びに札幌市の状況から比べると、それを下回っているという状況にございます。

なお、旭川市のピークアウトのお話は先ほど申し上げましたが、北海道、札幌市においても、一時

期の状況からは下がってきているというような状況で、緊急事態宣言の効果などが現れているもの
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と認識をしてございます。 

続きまして３ページ目になります。先ほど申し上げました緊急事態宣言相当であります北海道の

ステージ５と本市の比較ということでございます。７つの指標がございまして、一時期につきまし

ては、７つの指標のうち６つ、具体的に申し上げますとＰＣＲ検査陽性率以外の数値はこれを上回

っている状況にございましたが、現在は病床の使用数と療養者数の２つの項目以外は下回っている

という状況になってきてございます。 

続きまして、５つ目になりますが、病床の稼働率及び宿泊療養、あるいは自宅待機の部分につい

てでございます。まず、病床の確保についてでございますが、５月の段階では、市内の基幹病院に

おけます専用病床数は１１９床、うち重症者用の病床につきましては８床ということでございまし

たが、その後、市立旭川病院で３５床、旭川赤十字病院で１床、旭川厚生病院で２４床、旭川医療

センターで８床の合計６８床が上乗せになりまして、現在は、専用病床として１８７床、そのうち

重症者用の病床といたしまして１４床を確保しているところでございます。宿泊療養施設でござい

ますが、昨年の１１月２５日に設置された１棟目９０室に、今月３日に２棟目１１０室が加わりま

して、現在、本市及び道北地域の宿泊療養施設といたしましては２００室の運用となってございま

す。先ほどの確保している病床数、そして宿泊療養施設ということで、療養体制については、この

間、拡充されているという状況でございます。 

そのような中、３ページ目の下のグラフになりますが、基幹病院のコロナ専用病床の稼働率を示

したもので、一番ピークで５月２１日の７８．２％という稼働がございましたが、その後、６月の

部分で大きく減らしているものにつきましては、先ほど御説明を申し上げました確保している病床

数が大幅に増えたことによりまして、分母が大きくなって減ったものでございます。しかしながら、

現在もコロナ病床につきましては、稼働率としましては分母が増えましたので落ちておりますが、

相変わらず、稼働数としては９０床以上の稼働がございまして、病院のほうの病床の逼迫度合いと

いうのは変わらないというような状況でございます。 

続きまして、４ページ目になります。一番上のグラフが、宿泊療養施設の入所者数と自宅待機者

の数を表したもので、実線が自宅待機者、点線が宿泊療養施設の入所者ということになります。自

宅待機者につきましては、５月２３日の１７２名がピークとなっておりまして、その後、感染者数

の減及び宿泊療養施設の稼働も併せまして、現在の数字を申し上げますと４５人が自宅待機という

ふうになっており、日々この数字は減ってきている状況にございます。 

続きまして、真ん中のグラフになります。変異株疑いの発生状況、こちらにつきましては、グラ

フの角度が急になればなるほど変異株の疑いが発生しているというような状況でございます。変異

株につきましては、その特徴といたしまして、発症から重症化するリスクが非常に高いこと、ある

いは感染力が高いというふうに言われておりますし、若年層に対しての罹患も多く見られるという

ような特徴を持っております。これまで市といたしましては、変異株疑いの監視をするためにスク

リーニングを行ってきたところでございますが、このたび北海道におきまして、これまで英国由来

の株のスクリーニング検査を実施してきたところでありますが、おおむね通常株から変異株に置き

換えられたということから、今後警戒すべきインド由来の株に対しましてスクリーニングを実施す

ると発表されたところでございまして、本市におきましても、現在、変異株の検査を実施するに当

たりまして、おおむね９割以上が変異株疑いという結果が出ている状況がありますので、そういっ
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た意味でも、本市においても通常株から変異株のほうに置き換えられているという新たなステージ

に立っているという状況に鑑みまして、今後、本市としては、北海道に倣い、インド株に関するス

クリーニングを保健所の検査のほうで実施していきたいというふうに考えてございます。 

最後になります。４ページ目、一番下のグラフになりますが、感染経路不明の割合ということで、

いわゆるリンクが分からない感染者の割合ということになります。ピークは５月１３日の    

５８．２％が最高でありましたが、現在は３６．１％ということで、おおむね半分以上のリンクが

分からなかった時期から、３分の１に減ってきているという状況がございます。このリンクなしの

割合の部分につきましては、１週間の平均を取っておりますけれども、この中で大きなクラスター

などが起きますとリンクが分かるということになりますので、そういった観点から、大幅に減って

きているものがございますが、最近の部分につきましては、おおむね既感染者の濃厚接触者等から

の発生の割合がまた増えてきているということから、リンクなしの割合が若干落ち着いてきている

というような状況になってございます。 

以上でございます。 

○佐藤委員長 理事者から報告を受けました。特段、委員の皆様から御発言があればお願いします。 

○小松委員 今報告いただいたので、何点かちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

一つは、宿泊療養施設の２棟目が６月３日に設置されて、収容人員が１１０名増えたということ

で、喜ばしいことだというふうに思います。そこで、この宿泊療養施設の運営に関して、市が職員

を派遣しているというふうにも伺っております。私どもも道に要請したときに振興局長ともお会い

しましたけども、宿泊療養施設を設置するかどうかというのは道庁が決めて、決まったら、管理運

営は振興局が担う、そういう役割分担になっているというふうにもお聞きをしてきました。それで、

現在市の関与、療養施設に対する対応ですね、その状況についてちょっとお聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 宿泊療養施設の運用面のことでございます

けども、もともと１棟目につきましては、管理職１名、これが統括と言いますが、管理職１名とそ

の管理職を補佐する統括補佐、こちらのほうは一般職となるわけなんですけども、職員については

この２名体制で運営をしておりまして、道のほうが委託している会社がそこに入り、さらには看護

師等が入るというような形で１棟目を運用しておりました。そのうち本市については、１棟目が開

設された昨年１１月２５日から、当初はそこに職員を２名出しまして、こちらについては一応統括

補佐の役割ということで２名を出しておりましたが、運用が落ち着いてきたということから、途中

から１名に変わったという中でこれまで協力をしてきたところでございます。このたび２棟目の設

置に当たりまして、同じような体制が２棟目でも必要だということから、道のほうから打診がござ

いまして、旭川市に協力してほしいというようなお話があったということで、私どもとしては一日

も早く宿泊療養施設を設置していただくことをまずは念頭に置きまして、最大限の協力をするとい

う中で、今回の施設につきましては、管理職１名、一般職１名の合計２名が従事する形で最終的に

調整を図っております。 

なお、１棟目の一般職１名につきましては、今回２棟目の運用に当たるために引き揚げまして、

その一般職につきましては２棟目のほうに充用しているというような状況でございます。 

○小松委員 ２棟になったけども、旭川市が派遣する職員数は同じ、今までどおりと。人数でいけ

ば、１棟目から引き揚げて、２棟目に振り替えたということだと思うんですね。違うのかな。 
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○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 １棟目につきましては、管理職１名が振興

局の職員で、もう１名の一般職が本市の職員ということで体制を組んでおりましたが、そこから一

般職だけを抜いて２棟目に充用し、新たに本市の管理職が１名追加になりますので、２棟体制とな

ったことによりまして、私どもの協力体制として、管理職１名を増やしているという状況でござい

ます。 

○小松委員 分かりました。 

これは、こういう非常事態ですから、各機関が協力し合うということは当然のことだと思うんで

すね。それぞれの役割分担は明確になっていたとしても、一日も早く開設していくということで。

ただ、本来の管理運営は道の役割だとすれば、道も今、旭川市が２名派遣しているのを常態化して

いいというふうには考えていないで、引き続き、道独自に管理運営するために努力はしていくこと

になると思うんで、これは、特別期限が定まっているわけでないですよね。道が配置すれば、こち

らは引き揚げるということになっているのか、あるいは当面、年内とか１０月までとかっていう期

限付で派遣していることになっているのか、ちょっとお聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 職員の派遣の期限についてでありますが、

特に示されているものではございません。先ほど申し上げたとおり、私どもとしては、とにかく早

急に設置をお願いするというような形で、これまで申し上げてきた経過がございますので、それに

対して全面的な協力をするという中での動きというふうに御理解いただければと思います。したが

いまして、当面の間ということになっておりますけども、それがいつまでなのかということは特に

示しているものではございませんので、私どもとしても、今後もそのような対応をしてまいりたい

というふうに考えてございます。 

○小松委員 それで、先ほど部長から報告があったとおり、５月２３日をピークにして、自宅待機

者が５月２３日には１７２名、たしか５月２２日から１週間ほどは１５０名をずっと超えていたん

ですね、８日間ぐらい。この４ページの一番上のグラフで、自宅待機者が５月２３日をピークにし

てずっと下がってきている。しかし、一貫してこのところ宿泊療養施設の利用者は増えてきていな

いと。多くの市民の皆さんからも、私どものところに声が寄せられていましてね、こうした事態の

中で、報道では、札幌で自宅待機している方が亡くなられると。これは、個々の案件で事情は様々

だと思うんですが、遺族の皆さんにとっては、入院していればこうした事態は避けることができた

かもしれない、あるいは、ホテルに宿泊していればこうはならなかったかもしれないという、いず

れにしても結果論ではありますけども、悔いの残る、そうしたことが、札幌をはじめ、全国で起き

てきているというふうに思います。そこで、自宅待機者と宿泊療養施設に入っている方との対応上

の違いはどういうものがあるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 自宅待機者と宿泊療養施設に入る方々につ

きましては、まず、宿泊療養施設の考え方といたしましては、当然ながら、そこに看護師が常駐し

ておりますので、一定限、いわゆる医療関係者の目で健康観察が受けられるというような状況、判

断できるという状況がございまして、さらには、状況が悪化している入所者がいらっしゃった場合

につきましては、オンコールドクターのほうに連絡をして、それに対する対処、または入院措置に

つなげていくことが容易にできるのが宿泊療養施設という理解です。 

自宅待機者につきましては、あくまでも待機ということになっておりますので、宿泊療養施設の
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状況がよければ、そちらのほうに誘導していく。もしくは、何らかの家庭内の事情等で入所ができ

ないという方々が自宅待機者に当たるわけでありますが、こちらにつきましては、市の保健所の保

健師のほうから、個々に全ての方に連絡を申し上げて健康観察というものを行っている中で、体温

でありますとか、お配りしているパルスオキシメーターの数値などを聞き取りながら、状況に応じ

て受診調整、もしくは場合によっては入院という形にするというような管理の仕方ということでご

ざいます。 

そういった意味では、当然ながら、ある程度監視の目がある宿泊療養施設のほうがリスクが低い。

自宅療養は当然ながらリスクが高くなるということで、そういった面から、本市では幸いなことに

まだ起きておりませんが、他市のほうでは自宅療養中に病状が急変してお亡くなりになるというよ

うな事象も起きていますので、市保健所としては、極力、自宅待機者を出さないように、入院か入

所というような誘導を今後についても行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○小松委員 感染症から見ても入院が一番対応としては望ましいと思うんですが、病床の関係があ

るんで、せめて宿泊療養所、看護師さんがおられるところと、誰しもが思うと思います。札幌の事

例も私の記憶が確かであれば、自宅待機者には１日１回連絡を取る、そういう対応をしていながら

亡くなられたということです。旭川市もたしか自宅待機者には１日１回連絡を取っているというこ

とで、これは対応としては限界があるということだと思います。 

そこで、これも多くの市民から指摘をされているんですが、この４ページのグラフを見ても分か

るとおり、１棟しか設置していなかった宿泊療養施設、旭川市の自宅待機者が１５０名を超えて１

週間ぐらい続いたときも、９０名入れるホテルに二十数名から、そのあと十数名台に落ちてきてい

て、これは何回か部長からも説明を聞いて承知しているんですが、フロアごとの消毒をして次に備

えるんだと。だから、一つのフロアにまだ宿泊している人がいると、消毒もできないから、全て空

いた状況で消毒してからということで、実際に収容できる人数は非常に小さくなる場合もあるんだ

という状況だと思うんですね。それにしても、自宅待機者が１５０名を超える期間が、この旭川で

１週間以上続いているときに、宿泊療養施設が十数名とか二十数名で、これで本当に機能している

のか、仕方ないのかっていうことは理屈で分かっても、なかなか納得し切れない。余計に市民の方

は、相当、何をやっているのかという思いで、数字を見聞きしておられたというふうに思うんです

が、この辺、部長の感じ方としてどうなのか、ちょっとお聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 御案内のとおり、委員のおっしゃるとおり

でございまして、先ほども申し上げたとおり、私どもとしては極力自宅待機者を出したくないとい

う考え方に変わりはございません。そのような中で、１棟目の宿泊療養施設の特徴としては、実は

４つのフロアがございまして、そこに９０室があるというような状況で、逆に言うと、１フロアに

ある部屋数が多いことから、その消毒、清掃の運用面で大きな課題を抱えている施設であったとい

うような状況です。しかしながら、２棟目の今回新しく道のほうで設置いただいた施設につきまし

ては１１０室なんですが、実は７つのフロアがあるということで、これまでの１棟目の宿泊療養施

設と比較しまして、１フロア当たりの部屋数が少ないことによりまして、いわゆる消毒、清掃の回

転効率が少なくとも今までよりもよくなるということを期待しております。ただ、これまでもこの

運用については、より柔軟な運用をしていただきたいということで、北海道のほうにも申入れをし

ている状況の中で、今、北海道のほうで御検討いただいているというふうには聞いております。い
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ずれにいたしましても、この施設の稼働率が高くなればなるほど、施設の価値があるというふうに

考えておりますので、今後につきましても、こちらに対する誘導、あるいは施設運営の面について、

北海道と協議をしていきたいというふうに考えてございます。 

○小松委員 もう一点、市民の方から寄せられている疑問についてお尋ねしたいと思います。  

１５０名を超える自宅待機者がいる。それから、宿泊療養施設には限界がある。病床も非常に利用

率が高くなっていた。今は若干減少傾向にありますが、まだ自宅待機者がいらっしゃる。状況によ

っても異なるんでしょうが、入院病床が少し空いた、数名入院が可能だと。あるいは、宿泊療養施

設も数名可能だというふうになったときに、自宅待機者１００名とか百数十名いらっしゃる中で、

どういう考え方で優先順位をつけてこられたのか、一般的な考え方になろうかというふうに思いま

すが、ちょっとお聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 入院基準、あるいは宿泊療養施設に入所す

る基準ということでございますが、まず基本的には、今回の感染症は２類の感染症でありますので、

基本誘導は入院でございます。ただし、当然病床の確保、あるいは逼迫状況によりまして、それが

かなわない方については療養施設に入っていただくというのがもともとでありますので、まず自宅

待機という部分につきましては、この議論から外させていただきたいと思います。 

入院基準につきましては、幾つか観点がございまして、１つ目は、コロナに感染しているわけで

すから、その症状がどうなのかというのがまず一つですね。２つ目として年齢、おおむね６５歳以

上の高齢者につきましては重症化する可能性が高いということで、この年齢。３つ目は基礎疾患の

有無。この３つに加えまして、先ほどの症状の中で、特に血中酸素飽和度、こちらが９５を切るよ

うな状況が見られる者につきましては入院を誘導するというような形で、今申し上げたような観点

を組み合わせながら、入院調整にはかる、あるいは入院しなくてもいいというような方をセレクト

しているというような状況にございます。 

○小松委員 その今のセレクト基準、考え方で、変異株がありますよね。これから拡大するかもし

れない。特に、インド型とかって言われるようなもの、これはその辺の判断には若干作用するんで

しょうか。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 変異株につきましては、大いにあり得ると

考えてございます。特に、英国株につきましても先ほど若干申し上げましたけども、重症化のリス

クが通常株より高いことでありますとか、若年層の罹患が少なくないというような特徴も持ってお

りますし、インド株というものはまだ北海道では確認はされておりませんが、同様、それ以上の状

況があるというようなお話も伺っているところでございます。したがいまして、私どもといたしま

しては、まず一つ、検査体制として、インド株というものをスクリーニングしていく。そして、見

つかった際の対応、こういった部分につきましても今後、医療対策連絡会の中で検討していきなが

ら、例えば、今の入院調整の一定の基準がインド株のほうにおいても、あるいはほかの変異株のほ

うにおいても、いいのかどうなのかというようなことにつきましても、専門家の御意見をお聞きし

ながら、必要に応じてそういった基準というものは変えていくべきだと思います。また、今、病床

が一定限確保されているという状況がありますので、若干、その入院基準というものを下げて、少

しでも入院していただけるような状況をつくることで、最終的に自宅待機者を減らしながら入院、

入所に誘導していけるような体制づくりというものも協議してまいりたいと考えてございます。 
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○小松委員 最後に２点だけ。 

一つは、これは感覚的なことで構わないんですが、コロナに対応されている医療機関をはじめ、

市の職員の方も非常に苛酷な労働を強いられているというふうに思います。保健所の保健師さん、

その他の職員、ワクチンの関係もそうだと思うんですが、どういうような労働環境になっているの

か、感覚的で構いませんので、どの程度労働時間が長いとか、夜遅いとかね、ちょっとお聞かせい

ただきたい。 

もう一つは、今、様々な指標を提出していただきました、当委員会に。この状況から、担当部長

として、市民に特に力を入れて呼びかけたいということがあれば、この２点をちょっと最後にお聞

かせいただきたいと思います。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 まず１点目、私ども保健所のコロナに対応

する専担チームがございまして、そちらの状況についてでございますが、特に、専門職であります

保健師さんには非常に多くの負担がかかっているということを言わざるを得ない状況でございます。

発生状況に応じまして、予定が立つ仕事というのが一つもないわけでございまして、感染拡大を防

ぐために迅速な疫学調査というのが基本になりますので、そういったものに日々対応していただき、

場合によっては、先日もございましたが、医療機関でのクラスターの発生が探知された際に、夜中

であってもゾーニング、コホーティングに行って、私も保健師たちが帰ってくるのを待っていまし

たけども、やっぱり２時、３時までかかって帰ってきているというような状況もあって、そういっ

た意味では、非常に大変な職場なのかなというふうに思っております。多分、責任感だけで、気力

をきちっと保っているというふうに思います。そんな中、極力、そういった保健師さんを中心とし

た私どものスタッフのほうにお休みいただくためにも、あるいは少しでも労働環境というか、状況

をよくするために、今まさに全庁応援の中で、例えば保健師さんで言えば、福祉保険部や子育て支

援部からの支援をいただいたり、あるいは事務職で言えば、今たまたま緊急事態宣言下ということ

もありますので、施設が閉館しているということで、社会教育部を中心とした方々に応援をいただ

いて、何とかこなしているというような状況です。ワクチンのほうも、非常に多くの人数で現在対

応している中で、特に昼間については、これまでなかなか電話がつながらなくて予約が取りづらい

というようなお叱りの電話なども頂戴している状況がありますので、そういった苦情対応も含めて、

昼間はそれに時間を取られまして、業務自体を夜、夜中にかけて行わなければならないという実態

もありまして、状況としては大変な状況でございます。 

ただ、保健所としては、何とかこの新型コロナウイルスから市民を守りたいという一心の中で、

個々の努力、そして組織としての努力という中でこれまで乗り切ってきているところでございます

し、今後につきましても、いろんな形で各部署、他の部局の支援、応援を頂戴しながら対応してま

いりたいというふうに考えてございます。 

２点目の市民に対してということでございますが、身近にそういうような職員を見ながら、ある

いは私個人で言えば、その前に市立旭川病院におりましたので、医療人を身近に見ながら、特に感

じることは、やはりそこで一生懸命働いている方の努力なり苦労というものが報われるようにしな

ければならないというふうな責任を自分自身もかみしめながら業務を行っておりますけれども、そ

ういった中で、やはり市民の方々については現状というものをきちっと把握していただいて、本当

に今それをしなければならないのか、外に出なきゃならないのか、その人と会わなきゃならないの
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かということをいま一度考えていただいて、自分の行動というものに責任を持っていただく。そし

て、感染防止という観点を常に頭の中から外さないで行動していただくことが、やはり大きなこと

なのかなというふうに思っております。そこに、今後進むであろうワクチン接種の部分が加えられ

ることによりまして、旭川市としても感染状況がきっと今後よくなっていくんではないかなという

ふうに思っておりますので、市民の方々にも切にお願いをしたいというふうに思っております。 

○小松委員 すいません、お忙しい中、そしてお疲れのところ、部長、ありがとうございました。

以上で質疑を終わります。 

○佐藤委員長 他に御発言ございますか。 

○室井委員 ２点ほど、今、ちょっと聞いていて気になったことを聞かせていただきます。 

先ほど、自宅待機の中で、健康観察をされているというふうに聞きました。まさにこの健康観察、

これは、例えば毎日必ずやるのか、どういう周期でやられているのかというのが一つです。それか

ら、自宅待機と宿泊療養ということで、急変という可能性もあります。私の知っている人も急変し

て、自分ではとても電話ができなくて、結局周りの人が気がついて、救急で入院したと。これは中

程度の病状だったんですが、現実の今の運用として、健康観察というのは十分に機能しているのか

どうなのか、これをお聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 まずは自宅待機者に対する健康観察につき

ましては、毎日行っております。保健師のほうから連絡をさせていただきまして、状況、症状等を

聞いて、必要に応じて入院調整になるという場合も数としては少なくありません。その中で、今の

健康観察の体制が十分かと言えば、十分ではないというふうに申し上げておきたいと思います。本

来であれば、自宅療養という考え方については、当然ながらいろんな面でのバックアップがあって

の療養になりますので、例えば医師などの往診体制があるとか、そういうことになると思うんです

が、本市の場合はそこまでの体制を組めておりませんので、療養という言葉を使わず、待機という

言葉を使っております。ただ、今後につきましては、特にこのたび１００名以上の待機者が出るよ

うな事態が生じている状況の中で、やはりその療養体制という部分についても、改めて見直す必要

があるというふうに認識しておりまして、この辺につきまして、医療対策連絡会等で今後協議をし

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○室井委員 毎日行っているということなんですが、恐らく、私の知っている人にも来たのかもし

れないけど、電話に出られる状態ではなかった。そういう電話に出られない状態の人たちに対して

は、どういう行動を取られるのか、お聞かせください。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 連絡する手段が電話ということなので、電

話に出ない場合については、状況に応じて御自宅のほうに向かって状況を確認するということはい

たしております。先ほど小松委員のほうにも回答いたしましたけれども、幸いなことに、たまたま

旭川ではそういう出来事が起きていないというだけだというふうに思っておりまして、危機感自体

は我々も持っております。だからこそ自宅待機者を少しでも少なくしていかなければならないとい

うことになりますが、じゃ、宿泊療養施設が安全かといえば、１００％安全とは言い切れないまで

も、一定限の監視体制、あるいは療養体制というのができているということからも、やはりそうい

った入院、あるいは入所に対して、今後も誘導していかなければならないというふうに考えてござ

います。 
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○室井委員 不幸中の幸いというか、今、現実的にはありませんけれども。連絡が取れない方のと

ころには実際に行かれているということもお聞きしましたけれども、本当にそういう運用でやって

いるのかというのは、正直疑問があります。そこまで手が届いていないんではないかという懸念も

あります。今後は待機者が少なくなるとは思いますけども、ただ、どうなるか分からない。何せ、

相手は恐らく英国の変異株という可能性も報告ではかなり高くなってきているということも聞いて

いますので、相当入れ替わってきているんじゃないかということを考えると、かなりやっぱり急変

する可能性が高い株であるということなので、その辺の体制についても十分気をつけてやっていた

だけたらなと思います。終わります。 

○佐藤委員長 他に委員の皆さんから御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 この報告に関わり出席している理事者については、退席して結構です。 

次に、旭川市ごみ処理施設整備基本方針（案）に対する意見提出手続の実施について、理事者か

ら報告をお願いします。 

○富岡環境部長 旭川市ごみ処理施設整備基本方針（案）に対する意見提出手続の実施について、

御報告申し上げます。お手元の資料を御覧ください。 

ごみ処理施設整備の方向性の見直しについて、本年２月の民生常任委員会で御報告させていただ

いたところでございますが、その見直しした方向性を新たに位置づけるものとして、旭川市ごみ処

理施設整備基本方針（案）を整理し、先月５月２４日から今月、６月２４日までの期間において、

意見提出手続を実施しているところでございます。本基本方針案の内容及び意見提出手続の実施に

つきましては、ホームページへの掲載などに加え、町内会への資料配付や市民広報誌への記事掲載

により、市民への周知に努めているところでございます。 

続いて、本基本方針案の概要について御説明いたします。目的でございますが、当初、近文清掃

工場と廃棄物処分場の更新を見据えて、ごみ処理システムを再構築することとしておりましたが、

建設費などの市場価格の高騰や電力系統の空き容量不足など、多くの課題に直面し、これまでに策

定した基本構想どおりの施設整備の見通しが立たないことから、こうした状況の変化を踏まえ、実

現可能なごみ処理施設整備の方向性を整理するものであります。整理した方向性の概要でございま

すが、清掃工場は、当初、破砕・選別施設を導入し、工場を新設する予定でありましたが、状況の

変化を踏まえまして、破砕・選別施設の導入は見送り、現施設の設備等を改修して引き続き活用す

る再延命化とすることといたしました。また、最終処分場は、当初、清掃工場の新設及び破砕・選

別施設の導入を見据えて、埋立地に屋根をかける覆蓋型を予定しておりましたが、見直しによって、

現行と同じ埋立て対象物となり、埋立て容量が最大約６４万立方メートルまで増加することから、

屋根をかけないオープン型を基本とすることといたしました。なお、現行のごみ処理システムを基

本としながらも、近文清掃工場の処理能力の範囲内で焼却できるもの、例えば、汚れたプラスチッ

ク製容器包装について、埋立てから焼却への移行を検討するなど、埋立て処分場の抑制や最終処分

場周辺における環境負荷の低減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。 

最後に、今後の予定でございますが、意見提出手続の期間終了後、提出いただいた御意見等を踏

まえ、所要の修正を行った上で、来月７月中を目途に基本方針を策定し、その内容に沿って各ごみ

処理システム整備の取組を進めてまいります。 
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以上、御報告いたします。 

○佐藤委員長 以上、理事者から報告をいただきました。委員の皆さんから特段発言はございます

か。 

○小松委員 ただいま報告いただいた件について、ちょっと何点か確認をさせていただきます。駆

け足でいきますので、ついてきてください。 

今日資料として配られ、既にパブコメも実施されている。整備の基本方針案ですね。一般的に、

行政の事務の流れの中で、基本構想があって、基本計画があって、それから基本設計、実施設計と

いうふうに一連の流れというのは大体共通して取り組まれてきていることは、ほかの事務にもあり

ます。ところが、この基本方針というのは、言葉としては出てくるんだけど、一連の事務の流れで

こうしたことが策定されて、パブコメにかけられるというのは、ちょっと私はあまり経験がないと

いうことで、基本構想どおり進まなかった、最終処分場も、清掃工場も。そこで、新たにつくった

のがこの基本方針案なんですが、どういう位置づけのものなんですかと。基本構想がありますから

ね。それから基本計画の策定を計画していた、その途中で基本方針案を示して、意見提出手続を取

っている。位置づけについてお伺いします。 

○寺門環境部清掃施設整備課主幹 旭川市ごみ処理施設整備基本方針（案）につきましては、これ

まで策定した最終処分場整備基本構想、清掃工場整備基本構想及びごみ処理基本計画におきまして

整理した内容のうち、市場価格の高騰などの状況の変化によりまして、施設整備の方向性に関して

見直しを要する事項や見直しの内容について整理するものであります。 

○小松委員 状況の変化があったから整備方針を見直すんだと。どういう方向で検討してきたか、

どういう方向で進もうとしているのかを示したのがこの基本方針だという御答弁ですね。 

それで、この冊子の一番最後のページに、清掃工場について、基本構想を取り下げるということ

が書かれているんですよ。いろいろ検討した結果、新しく建設しようと思ったんだけど、建設する

のは困難になった。再延命化で対応することになった。その結果として、基本構想は取り下げる、

こうなっています。 

１ページ前、最終処分場です、一般ごみのね。ここはどうなっているかというと、変更点は、最

終処分場も基本構想が策定されているんですが、そのとおり事業として進めることが困難になった

と。何が困難になったかということが１９ページにずらっと書いてある。破砕処理して埋立量を減

らそうと思ったんだけど、破砕処理が清掃工場で困難になったので、埋立て対象物を現行と同じに

して、今までどおり埋め続けますよ。だから処分量が変わりましたよ。施設として、基本構想では、

屋根で覆う覆蓋型、これを決めていた。だけど、処分量が多くなるから、覆蓋型をやめます、屋根

はつけません、オープン型にします、こう書いているんですね。施設の規模は、基本構想では１６

万１千立方メートル、これが最大６４万立方メートルに中身を大きく変えましたよと。そして、建

設費も増えている。基本構想の基本的な中身がことごとく変わっているんですよ、最終処分場につ

いては。しかしこちらは、基本構想は取り下げない、変更なんだと。どっちがいいか私は分からな

いんですよ。だけども、清掃工場は中身が大きく変わったから基本構想は取り下げて、これを方針

とする。最終処分場は中身がほとんど、基本構想で描いたものは見る影もないぐらい変わっている

んだけども、こちらは変更でいくんだ、基本構想は残っているんだと。変更する内容は、この基本

方針に書いている。なぜこういう違いになっているのか、御説明いただきたい。 
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○寺門環境部清掃施設整備課主幹 まず、清掃工場ですけれども、清掃工場の整備基本構想におき

ましては、新設することを基本としておりましたが、今般、整備の方向性を新設から再延命化へと

見直しまして、清掃工場の新設は行わない考えでありますことから、基本構想については取り下げ、

本基本方針により整備の方向性を定めようとするものであります。最終処分場につきましては、今

般の施設整備の方向性の見直しに伴いまして、委員がおっしゃられたように、処分場の構造形式が

覆蓋型からオープン型、施設規模につきましても、埋立て容量は１６万１千立方メートルから約 

６４万立方メートルとなるなど、整備の内容は大きく変更となってはおりますけれども、清掃工場

とは異なりまして、新たに施設整備を行うことに変わりはないということでありますことから、最

終処分場の整備基本構想につきましては、本基本方針により必要な内容の変更を行おうとするもの

であります。 

○小松委員 聞いても分からないです。聞けば聞くほど分からなくなる。 

ちょっと質問を変えます。もともと行政一般の事務の進め方として、基本構想がある。最終処分

場の基本構想をつくりました。清掃工場も基本構想をつくりました、時期は別として。今、２つと

も基本構想があるんだと。基本方針は、それぞれの２つの基本構想に対して１つの基本方針で、一

つは取り下げる、一つは方向を変えるということの役割を担っているんですよ。問題が生じたとき

に、この手法が認められれば、万能薬です。複数の基本構想を一つの方針で取り下げたり、変更し

たり、示すわけだから。通常はない進め方だと思うんですが、そういう認識はございませんか。 

○稲田環境部清掃施設整備課長 今回のごみ処理施設の整備の方針を見直すということでございま

すけれども、先ほども答弁させていただきましたとおり、清掃工場につきましては、新設から再延

命化ということで方向性を見直して、既存の施設、これを改良するということで整備を進めていき

たいというふうに考えておりまして、新設を伴うものではないということで、この基本方針によっ

て取り下げさせていただきたいという考えを持ちました。ただ、最終処分場につきましては、新た

に設けるということにつきましては変わりはないということで、この基本方針の案でその内容を変

更させていただきたいということで、そういった考えを持って今回取りまとめたものでございます。 

○小松委員 分かるんだよ。しかし、基本構想は手続を踏んでそれぞれがつくったの。つくり方も

別ね。専門家を招いて時間をかけてつくったのが最終処分場ね。その同じ検討会議で、最終処分場

の基本構想が終わったら、今度清掃工場をどういうふうにしようかということでつくられてきてい

る。そういう段階を経て進んできた２つの基本構想を１つの基本方針ががらっと変えるわけだよ。

もともとこういうものはなかったのね、スケジュールには。基本方針を定めて、何かを進めていく

っていうのはなかった。途中から割り込んで入った基本方針が、手続を踏んでつくられてきた違う

基本構想２つを一刀両断してやっているわけで、通常あり得ないということと、こんなことが許さ

れたら、事務というのは何を基本に我々は受け止めていいのか、甚だ疑問だと思うんですが、これ

は部長からちょっと見解をお聞きしましょう。 

○富岡環境部長 この両方の清掃施設の整備に当たっては、委員がおっしゃられるとおり、北大や

高専の学識経験者、そういった方の知見もいただきながら、２年間にわたる長い期間を経て取りま

とめたものであって、その内容というのは、今の日本の国の中において、廃棄物の処理の在り方、

こういったものの理想的な在り方といいましょうか、そういったことの考え方に基づいてまとめら

れたものであって、理想的なごみ処理の在り方を示したものであった。そういったものを今回この
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ような形で、いろいろと諸種の事情、条件の変化、いろんなものがあって見直さざるを得なくなっ

たということでもありますけれども、そういった多くの人に関わっていただいて手間暇をかけて理

想の形をつくってきたものを見直さざるを得なくなったことは、もう非常に残念であります。その

ことを今回、この基本方針案で一遍に両方を見直すということで、このやり方については確かに、

委員のおっしゃられるとおり、正しいといいましょうか、丁寧なやり方ではないのかもしれません。

ただ、これまで近文清掃工場において、電力の接続がなかなかできないといいましょうか、やるに

は多額の費用がかかることですとか、いろんな課題がある中で、相当スケジュールが遅れてきた、

遅延をしてきたといったこと、しかしながら、最終処分場の埋立て期限というのが令和１１年でも

う終わってしまうといった中で、非常に厳しいスケジュール感の中で今となってはやっていかなき

ゃいけないと。それがその大きな理由にはなりませんけれども、そういった一つの現状、こういっ

たことを踏まえた中で、少しでも早く前進させていかないといけない、そういった考えもあり、こ

ういった一連の手続の中で整理をさせていただいているということでございまして、決して正しい

と思ってはおりませんけれども、御理解いただけたらなというふうに思います。 

○小松委員 非常に苦労してつくられているようなんだけど、結論から言うと分かりづらい。その

一つだけ、今、紹介します。９ページに、当初の見積りを取ったときから、そのあと見積りを取っ

たら上がったと、その比較表が出ています、表６－１に。基本構想段階で、焼却施設、破砕選別施

設、最終処分場、合わせて３１６億円（税抜）、これが再見積りを取ったら３７６億円になったと。

約６０億円増えた。基本構想のときと、再見積りを取ったときの間隔がどれぐらい空いているかと

いうと、１年くらい、２年までたっているかな。期間はどれぐらいありますか。分からないか。い

やいいです。それで、６０億円増えたから、このまま進めるのは無理だろうなというふうになった

んですね。これは非常に分かりやすい、この図は。それで、環境部の皆さん方はこの後いろいろ検

討される。最終的にどうなったかという表はどこにありますか。 

○寺門環境部清掃施設整備課主幹 最終的な事業費の変化ですけれども、資料、旭川市ごみ処理施

設整備基本方針（案）の１７ページになりますけれども、１７ページの下段の表７－４、こちらは

ケース０・再延命化の欄に記載がありますけども、焼却施設で約６１億円、最終処分場で約９８億

円、合計で約１５９億円という形になっております。こちらがお示ししている資料になります。 

○小松委員 委員の皆さんにも見ていただきたいんですが、１７ページの表。これは３つのケース

を比較した表なんですよ。一番最初のケースＡというのは、廃プラを燃やしますよ、破砕もします

よ、清掃工場は新しくつくりますよというのがケースＡ。ケース０は新しく工場をつくるんだけど

も、破砕処理をしません、廃プラは燃やしません。言わば、今までどおりの処理をしていきますよ

というのがケース０。そして、一番右側が、廃プラを燃やしません、破砕処理しません、新しくつ

くるんでなくて再延命化しますよというのが一番右。この３つを比較した表なんですよ。何でこれ

が最終案になるんですか。冒頭に書いている表で６０億円上がったぞ、このまま行かないぞという

ことを皆さん方は冒頭でまず市民に訴えているわけだ、パブコメするに当たって。６０億円もこう

やって増加した、施設ごとに。それでいろいろ検討して、最後の結論はどこにあるって聞いたら、

１７ページの表にあるって言うんです。１７ページの表は、３つの検討内容を比較した表なんです

よ、これ。これが何で最後の結論になるんですか。 

○稲田環境部清掃施設整備課長 基本方針（案）の１７ページにおきまして、ただいまお話のあり
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ました３つのケースの数値について掲載しているところでございますけれども、こういった状況を

踏まえまして、次の１８ページになりますけれども、総合評価というふうにまとめております。こ

ういった評価をいたしまして、最終的には、清掃工場につきましては新設ではなく再延命化とする

こと、そして、最終処分場については、再延命化することによって破砕選別施設の導入というもの

も見送るという形になって、処分量も大きくなり、覆蓋型からオープン型へという変更が生じるこ

とになりますので、そういったことについてこの１８ページでまとめているところでございます。 

○小松委員 皆さん方は、表を示しながら検討してきているんだよ。最初、なぜ中身を再検討しな

ければならないのかと、６０億円こうやって増えたんだということも表で表している。そして検討

して、結論は１８ページに書いてある。１７ページには表は書いているけども、これを見たって分

からない。そういうことになっているんですよ。これは、関心ある市民に読んでもらって、意見を

くださいっていう資料なんですよ、これ。見ても分からない。これはいかがなものかと思います。 

それから時間がないんで、中でどういう検討をなさっているかというのを私のほうから説明する

から、それで意見を求めるから、違ったら違うと言ってください。一つは、財政事情でこのまま行

けなくなったというところからスタートです。６０億円も増えるんだと。このまま行けない。それ

で検討するんですよ。清掃工場は、新しくつくるよりも再延命化をしたほうがずっと安くなる。財

政的にはこれがいいんだというふうになりました。安くなった分だけどこにしわ寄せが行くかとい

うと、破砕処理しませんから、廃プラを燃やしませんから、最終処分場に行く量は増えるんですよ。

ここは増えた分だけどうなるかというと、屋根は造らないにしても、事業費は高くなるんですよ。

高くなる。だけど、清掃工場と最終処分場を合わせて見ると、当初の計画よりもかなり安いんです

よ。かなり安い。 

ここからが問題なんです、私の指摘なんです。新しくつくるよりも再延命化が安いのは当然です、

耐用年数が違うんだから。再延命化に何十億ってお金をかけても、新しくつくるよりも使えなくな

るのは早まるんです。だから、安くなって当然なんですよ。最終処分場は、新ごみ処理システムの

考え方で、できるだけ埋めるごみを減らすぞというところからスタートして、北大の先生方にも検

討してもらって決めたんです、覆蓋型で持ち込む量を少なくするぞと。それを財政的にその計画ど

おりに行かないから、オープン型にして埋めよう、今までどおり。財政を軸に検討してきて結論を

出した。しかし、環境行政というのは、もう一つ抜かしてはならない視点があるでしょう。その視

点を持って基本構想をつくってきたでしょう。何か。新ごみ処理システムの考え方ですよ。今の時

代に合わせて、地方自治体が向き合わなければならないことは何なのか。ここからスタートしてい

るんですよ。新ごみ処理のシステムをどういうふうにつくるか。その考え方から、最終処分場の基

本構想、清掃工場の破砕処理施設、廃プラを燃やす、ここにたどり着いたんです。これらがどうな

るかを抜きにして、価格だけで決めたというのがこの基本方針になっているんではありませんか。

今回の方向の見直しについて、こういうデメリットがありますよというのが、読んで市民に分かる

ように描かれていますか、ちょっとお聞かせください。 

○稲田環境部清掃施設整備課長 ごみ処理に関しまして、本市では平成２９年度に最終処分場の整

備基本構想を設けまして、その中で、今お話のありました新しいごみ処理システム、これに移行し

ていくんだという考えに立ちました。その後、清掃工場の整備基本構想も策定し、進めてきたとこ

ろでございますが、市場価格の高騰でありますとか電力接続の問題、そういった多くの課題に直面
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をいたしまして、これまで様々、多くの方が携わってまとめてきた基本構想の整備内容、これを見

直さざるを得なくなったということについては大変申し訳なく思っているところであります。その

ほか、方向性を見出していくに当たって、庁内におきましてもこれまで、市場価格の高騰によりま

して建設費が上昇していることでありますとか、これまでの検討に時間を要したことで整備スケジ

ュールが遅れているといった影響などについて、将来のごみ処理量というものも含めて、また中長

期の財政負担など、そういった総合的な視点による判断が必要という考えから、総合政策部等とも

協議しながら、こういった施設整備の方向性を見出してきたところであり、この基本方針について

取りまとめまして、今後、方向性というものは大きく変わることになる考えでございますけれども、

進めてまいりたいというふうに考えております。 

○小松委員 だから、事の是非は別として、皆さん方がいろいろ必要に迫られて、検討して方向を

変えるということはあり得るんですよ。しかし、市民に意見を聞くときに、そもそも描いていた新

しいごみ処理システムという考え方が、この新たな基本方針によって何がどのように変化したのか、

何がなくなったのか、それを示さないで意見を求めるとしたら、環境行政としては、私は重要な部

分が欠落した事務になっているんではないのかということを指摘しないわけにいかないんです。こ

のペーパーの一番表についても、最終処分場は１６万立方メートルだったんですよ。今６４万立方

メートルですよ、埋める量が増える。この中には覆土っていって、かぶせる土の量も入っているら

しいんだけども、それを見たら埋める量が増える理由を理解してくれるでしょうけど、その記載は

ないんだ。何を見て理解してもらうのか。事細かに、財政的検討は細かくやっている。観点は私に

言わせると違うんだが、市民が見ても分からない検討を何枚もやっている。しかし、もともと目指

していた得ようとする効果は、今回の見直しで、これはなくなった。申し訳ないんだけども、これ

で理解をしてくださいというのがどこにもない。あるんだったら教えてください。これは問題でな

いのかということなんですが、ちょっと見解をお聞きします。 

○稲田環境部清掃施設整備課長 ただいま、この基本方針案につきまして、パブリックコメントと

いうことで、意見提出手続を進めているところでございますけれども、この方針の内容といいます

か、記載の在り方が分かりにくい、誤解を与えるような内容になっているというようなお話、御意

見につきましては、しっかりと受け止めまして、今後生かしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○小松委員 これでやめます。部長に最後、一つ聞かないわけにいかない。 

進んでいます、事態は。市民意見を求めて、もう作業が始まっていて。それで、結論だけ言うけ

ども、検討に迫られるということはありますけど、今回のはあまりいただけない、私は理解できな

いけど、そういうこともあるんですよ、行政事務だから。しかしそのときに握って離してはならな

いものは、行政としての役割、環境行政として、何を中心に今まで事務をやってきたのかというこ

とを離しては駄目です。ごみを減量化しなきゃならん、今の時代の流れに合わせて、新しい処理に

向かって進むんだって、何年もやってきたんですよ、皆さん方は。最後の局面で、財政事情がある

からそうはなりませんって言えばまだかわいい。いろいろ比較して、ここに優位性があるんだ、こ

れが優位性だ、よってこうした方向にするんだって、でも、何を言っているのか分からないという

つくりになっている。もともと立脚していたそもそもあるべき環境行政としての重要部分を手から

離して、数字の検討だけで終わっている。これではいけないんではないのか。改めて部長の見解を
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お聞きします。 

○富岡環境部長 今回、見直したわけでありますけども、確かに委員の御指摘のとおり、先ほども

言いましたけども、長い期間をかけて、今の日本における理想的な形でごみ処理をしていく、そう

いった中でまとめたものでありまして、本来そうあるべき形だったということであります。そうい

ったことを抜きにして、確かにこの内容というのは、財政的な、要はコスト的な比較に視点を置い

てまとめた内容となってしまっているといったことは、しっかりとその御指摘は受け止めないとい

けないと思っています。そのことをしっかりと受け止めて、またしっかりと対応しないといけない

と思っておりますが、今後については見直しをしていく、それを実行に移していくといったことに

なりますが、その中において、今回はこういった形で見直しをする形になってしまいましたが、今

後しっかりと環境行政として、一度目指した新たなごみ処理システムといったもの、ただ、これが

今後も継続してそれが主流になっていくかどうかということは分かりません。というのは、今、国

のほうで廃プラの循環促進法みたいなものがたしか可決されたということであります。今回、この

基本構想というのは、プラスチックを燃やすということで、それを主眼でやっておりましたけど、

今後はきっとそうじゃないだろうと。極力プラスチックの容器みたいなものは減らしていく、使わ

ないようになっていく、もし作ったとしてもそれを再利用していくと。要はプラスチックのごみは

極力減らしていくんだという形になっていくというふうに思っています。そういったことで、世界

の流れもあります。ＣＯ２の削減の話もありますけれども、そういった環境行政、廃棄物行政、今

後の流れをしっかり見極めながら、本市におけるいろんなごみ処理の課題、生ごみの問題もありま

す。そういったものを極力減らしていく。そういったこともしっかりと取り組んでいきながら、今

後は、そのように見直すような形にならないように、しっかりと廃棄物行政を前進させていかない

といけないと思っていますし、今回、このまとめについてはしっかりと、今、御意見いただいたこ

とも受け止めて、私どもとしてまた、反省するべきところは反省をしながら、今言ったような形で

前進をさせていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○小松委員 終わります。 

○佐藤委員長 他に御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、以上で本日の民生常任委員会を散会といたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時５８分 

 

 


